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回復期病棟でのリハビリテーション
在宅復帰に向けてのリハビリテーション

　回復期リハビリ―テーション（4階西・5階西）病棟では、急性期の治療が
ほぼ終わり、状態が安定した患者様に在宅復帰を目指して集中的にリハビリ
を提供しています。医師・看護師をはじめとした多職種が連携しながら機能
回復に取り組み、理学療法士17名・作業療法士16名・言語聴覚士3名で患者
さんの退院支援を全力でサポートしています。

様々な職場のスタッフが集まり、
　　　　患者さんの情報連携をしています

　私たちは患者さん一人ひとりに対し、
様々な職種のスタッフが連携・協働して専
門性を発揮しながらサポートを行っていま
す。会話や情報の共有を適時行い、常に患
者さんの希望を大切にした治療やケアを心
がけています。

退院後、在宅への連携
ご自宅へ帰られても、継続して

　　　リハビリテーションを続けるために

　退院後も、継続してリハビリを必要と
される方には、外来にて通院リハビリを
行っています。また、介護保険でのリハ
ビリを希望される方には通所リハビリや
訪問リハビリも提供しています。



画期的なアルツハイマー病の新薬が発売されています。「レケンビ」（一般
名：レカネマブ）は、「アルツハイマー病による軽度認知障害（※1）及び軽度
の認知症の進行の抑制」の適応があり、アルツハイマー病発症の原因となる脳
内の異常蛋白、アミロイドβを抜き出す薬です。当院では20年前から同効薬の
治験に携わってきましたが、ようやく一般に使えるようになり大変嬉しく思い
ます。もちろんレケンビは保険適応ですが、厚生労働省が定めた使用推進ガイ
ドラインに沿って基準を満たした医療機関で治療が開始される必要がありま
す。当センターでも、この薬を安全・適正に使用できるよう体制を整え、2024
年4月から該当患者さんへの投与を開始しています。
（※1）健常者と認知症の中間にあたる段階を軽度認知障害（MCI）といいま
す。
これまでのアルツハイマー型認知症の治療薬は、症状を一時的に改善させるも
の（対症薬）でしたが、レケンビは発症のメカニズムに働きかけ、認知症の発
症や進行を抑えることができます。
ではどんな方がつかえるのでしょう？まず、認知症の程度は軽い方が対象で
す。次に患者さんの脳へのアミロイドβの蓄積が認められることが前提です。
そして、脳MRIで副作用リスクが高くなるような異常所見がない事が重要です。
当センターでは臨床診断、心理検査、脳MRI検査、アミロイドPET検査等を受け
ていただき、結果を総合的に検討し、レカネマブ投与ができるかどうかの判断
をします。
できると判断され、治療への合意が得られた場合、初回投与は1泊2日の入院で
の投与となります。その後は2週間ごとに来院いただき、外来での静脈点滴で薬
剤投与となります。点滴投与、投与後の観察時間を含め、病院での滞在時間は
約3時間ほどです。現在は投与期間は原則として18カ月となっており、投与回
数は36回です。費用ですが、本剤の投与は、高額療養費制度などの医療費助成
制度をご利用いただけます。
　多くの方々が、新薬に期待をされているのではないかと思います。治療を受
ける事ができるか？医療費はどうなるのか？そもそも軽度認知障害とは？認知
症とは？などの疑問に思われていることなど、当センターまでお問い合わせく
ださい。

アルツハイマー病の新薬「レケンビ」
　についてご紹介
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地域連携室
　　　　　　　　　

　学生時代、ソーシャルワークの楽しさを学び、疾患を患った方との
かかわり希望に応えたい思い、その職業を選択しました。4月からの
3か月間、先輩方から教わることでさらにやりがいが増えました。最
近では、ケースを担当するようになり、できることが増えることに喜
びを感じています。つまずくこともあるかもしれませんが、皆様のお
役に立てるよう一歩一歩成長したいと思っています。

森　那々香さん

中島　琳緒さん
　　　　　　　　　

～生活習慣病指導～

　外来で高血圧症・脂質異常症・糖尿病の患者さんへの療養に関する指導を生活習慣病
指導として今年の6月から強化して取り組んでいます。
　対象者には医師・外来看護師や必要時には管理栄養士やリハビリスタッフなどが他職
種で連携して指導させていただきます。
　生活習慣の改善や、生活習慣病とうまく付き合っていけるよう私たちを一緒に考え一
歩を踏み出してみませんか。

※当院通院患者さんで主治医から生活習慣病管理が必要であると判断された方に説明の
　上、指導を行います。

森さん

中島さん
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